
l 藍} ,；骰：； 、

忍／＼
. -.,----'. マ・→

代表者- 経理責任者 起案者

会派名 創流会 支 出 調 書 聾 盪
区 ノ刀\ 事 由 費 目 . 金 額 小 計

l 調査研究費
行政調査に係る旅費 (6/3~5品川区、沖 交通費 旅費 144,260 自動車燃料費

144,260 
縄市、名護市、今帰仁村） 資料作成費 調査委託費 振込料

会場費 講師謝金 出席者負担金 ・ 会費

2 研 修 費 交通費 旅費 自動車燃料費

資料作成費
ヽ，
食糧費 振込料

会場費 交通費 自動車燃料費

費
資料作成費 広報詰（紙） ― 報告書等印刷費

3 広 報
送料（折込料含む） ウェブページ掲載代 茶菓子代

振込料

4 広 聴 費
会場費 交通費 自動車燃料費

資料作成費 茶菓子代 振込料

交通費 旅費 自動車燃料費 r 

5 要請 ・ 陳情活動費
資料作成費 振込料

費
会場費 交通費 自動車燃料費

6 ムコ 痒µ致
資料作成費 振込料

7 資料作成費
印刷製本費 翻訳料 筆耕料

振込料 ｷ 

法規追録代 参考図書代 新聞（日刊紙）購読料
8 資料購入費

雑誌等購読料 有料データベース等利用料 振込料

9 人 件 費 賃金 社会保険料等 振込料

事務所費
備品購入費 事務機器等リース代 消耗品等事務費

10 
印刷代 振込料 配送手数料

通信運搬・自動 電話料等（按分） 郵便料等 自動車燃斜費（按分）
11 
車燃料費 その他

ぷヽ

使 ＇ 用者 大城 宏之 ～ 出年月日 令和元年 5 月 2 7 日
現金出納簿 1 ムロ 計 144,260 円支出番号



別記第 5 号様式

出張（調査等）申請書兼旅費請求書

支出番号 1 

会派会長様

申請代表者氏名＿大城 宏之

下記の用務により出張（調査等）したいので申請するとともに、旅費を請求いたします。

記

~

t. 

~しy}
請求金額 144, 260 円 (1 人あたり 144, 260 円）

. 
※別紙、旅費計算書のとおり
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目 的 行政調査
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6 月 3 日：品川区役所
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用 務先 6 月 4 日：沖縄市役所、名護市役所
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6 月 5 日：今帰仁村（あいあいプァーム）

品川市：町会及び自治会の活動活性化の推進について
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内 合ゲ
沖縄市：文化によるまちづくり推進事業について ・ 若者文化芸術育成支援事業について
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名護市：自転車のまちづくりについて
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今帰仁村：廃校を活かした官民連携の総合体験型ファームについて

期 間 令和元年 6 月 3 日 ~ 令和元年 6 月 5 日（ 2 泊 3 日）

行 程 別紙行程表のとおり

・ 大城宏之 . 
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上記のとおり出張（調査等）を許可します。

経理責任者 受理日

許可日

支出日 ．

令和元年 5 月 2 7 日

令和元年 5 月 2 7 日

令和元年 5 月 2 7 日

上記金額を受領しました。

令和元年 5 月 2 7 日 申請代表者氏名＿ 大撼宏之



令和元年度創流会行政調査行程表

1 行程

口 1 日目： 6 月 3 日（月） 馴
7:30 9:04 9:14 9:30 10:00 

亡
11:30 11:sz 

郡山駅ふり竺。：j(号□巳□J東::~？冒口己邑］ i言眉言雪］悶雰ビ-巳］
1 1 : 55 1 2 : 1 3 1 2 : 28 1 5 : 00 1 7 : 35 1 8 : 1 5 

JR:；？t北［邑三□・エ□圧；f；特門□□：〗］ 冒： ［日三［日；は［三日日冒,_. --~ ｷ-: 
13:31 18:37 19:58 

99天久躙恥9:?:：二［三［三三ごご：ナル［□]□ ［]三三□］

‘ □ 2 日目： 6 月 4 日（火）

~
羹
”

9:15 

□竺］．．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．． ． ．．． ． ．．
13:40 

11 :15 ｷ 11 :44 13:26 ｷ ｷ 13:37 

り：口二．亀山＇，，竺喜塁~.........3,: ［三-□-
14:3ー'16:30 ｷ. 17:43. 18:05 

悶闘言］冒□7二□三三］ ・ ロ圧］
5/27付けで依頼文発送後、今帰仁村より、時間を10時から、会場をあいあいファームに変
更の旨電話があり、行程を修正。（なお、依頼文等はそのままで対応するとのこと）

□ 3 日目： 6 月 5 日（水）

10:00 

□竺］――-------------------------,, 

11 :30 11 :48 12:17 12:57 14:26 

...... 51: 三二；~；1ス且円戸否＝にこ：門
15:50 18:15 

.••••••••• ~言•三·········it｝更
cl 21:02 

`9:1_ ・五震贔□竺］＿

13:43 19:06 
東京モノレール
··•··················· 浜松町行

...... 

19:10 19:17 19:28 

JRご戸［］亘三］ー

2 人員 1 名

大城宏之議員

3 調査内容

(1) 令和元年 6 月 3 日（月） 10: 00~11 : 30 

品川区：町会及び自治会の活動活性化の推進について

(2) 令和元年 6 月 4日（火） 9 : 15~11 : 15 
沖縄市：文化によるまちづくり推進事業・若者文化芸術育成支援事業

(3) 令和元年 6 月4 日（火） 14: 30,.__;16: 30 
名護市：自転車のまちづくりについて

(4) 令和元年6 月 5 日（水） 10 : 00,--!,11 :30 
今帰仁村：廃校を活かした官民連携の総合体験型ファームについて

4 事務局・施設連絡先

0東京都品川区議会事務局調査係中村様 (03-5742-6810) 0 今帰仁村議会事務局 ガナハ様 (0980-56-2101)
〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36 〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

0 沖縄市議会事務局 島袋様 (098-937-3405)
〒904-8501 沖縄市仲宗根町26-1 3F 

0 名護市議会事務局 カミヤ様 (0980-53-6906)
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目 1 番 1 号

C あいあいファーム（農業生産法人株式会社 あいあいファーム）

(0980も1-5111)
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字湧川369番地
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行政調査旅費計算書
創流会
大城宏之
令和元年6月 3日（月） ～6 月 5' 日（水） ` ` 
品川区役所（東京都品JII区広町2-1-36) 、沖縄市役所（沖縄市仲宗根町26-1)
名護市役所（沖縄県名護市港一丁目 1番1号）、今帰仁村役場（国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地）
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 ＾三、 口目十

,1名＝ 105,660
1名＝ 9;000
1名＝ 29,600

144,260 円



別記第 6 号様式

出張（調査等）報告書兼旅費精算書

支出番号 1 

会派会長様

下記のとおり出張（調査等）したので報告するとともに、受領した旅費を精算（返納）いたします。

出張（調査等）議員名

；大城宏之

／
，
八〗

⑲一⑲一⑮一⑲

. ; I ⑲ 

. I ⑲ 

. I ⑮ 

. I i ⑲ 

. ! ⑱ 

. I I l ⑲ 
記

[
翁奏

期 間 令和元年 6 月 3 日 ~ｷ 令和元年 6 月 5 日（ 2 泊 3 日）
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目 的 行政調査
' 
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6 月 3 日：品川区役所
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用 務先 6 月 4 日：沖縄市役所、名護市役所
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6 月 5 日：今帰仁村（あいあいファーム）
--

‘’ 
行 程 別紙行程表のとおり

別紙添付
内容及び成果 .."" ' 三暑• •99・~．．--··-幽~駈~“............"“"．．．←←←暑●●•••••' .̀.`......••·-.“-•••• ...．．．戸●.. "-．．．．．雫~三~．＂＇暑-·．．＿．．．雫'-..,....-......,--..... --．..“....＊-•奮曇幽．．．．．．＂＂．．．．．．．．．｀．．．．．．．駈←•+←...'"'·←•,.. ." ＂．．．．．り・,......＂．．．．．．．暑曇● 曇...........•←←←• •奮奮幽'"•』•←←←• . .. .....“............. 曇. ．． .“...-· ...............,_., .. .................... .... .. 

旅費精算 受領額 144,260 円 精算額 131,160 円 返納額 13, lOQ 円

の内容を確認するとともに、精算を受けました。

□□□ ※添付書類 ：行程表、調査等先説明資料、要請 ・陳情書（写）、調査等先の名刺、写真、成果報告書他

上記のとおり 出張（調査等）

会派会長 1 経理責任者 1



令和元年度 創流会 行政調査行程表

1 行 程

□ 1 日目： 6 月 3 日（月）

7:30 ｷ 9:04 9:14 9:30 

□三］や土雲~!~[竺口はご□三一］悶：
11 :ss 12:13 12:28 1s:oo 

JR□戸「五扉五］ェ喜＿本；'.!特匝日日三可 冒

11:52 

....,;言••三
17:35 18:15 

…•••,．贔綺•『云云］．．．9•…,．讐·…...:一•．・-＿ 9·, ... 

10:00 11:30 

18:31 18:37 19:58 

99天久新都心：：；、湾ス営こ〗口り三已］n匹9ご二［口已□:..................•…••••• 宿泊先 ~ • ，ロ
................................... :.......................................................... :............................................................................................................................................................................................................................... 

□ 2日目： 6 月 4 日（火）

ぐ
~ ，

9:15 

日．．．．．．．．．．． ．． ．．．．． ．＂．． ． ． ．． ．

13:40 
高速バス117番12号
•····•··················•·····•··· 
国際線旅客ターミナル前行

14:30 

徒歩
.. 、． ．．．．．．．加券＂＂＂

11 : 15 

16:30 
, 

! , 徒歩
............................ 

4分

ヽ

11 :44 13:26 

り：口ニ竺クス
13:37 

・冒•ロ
17:43 18:05 

戸7;；二：；ビ三］ 口

5/27付けで依頼文発送後、今帰仁村より、時間を10時から、会場をあいあいファームに変
更の旨電話があり、行程を修正。（なお、依頼文等はそのままで対応するとのこと）

□ 3 日目： 6 月 5 日（水）

10:00 11 :30 

三．．．．．．．．．．．．．．”．．．．．．．．: ···

15:50 18:15 

11 :43 12:17 12:57 14:26 

讐ビ三□；ごここ？門戸万悶速二□9
徒歩 JAL ………．．．．．．．．．．．． ．．．．． ．．．．．．”|那覇空港十·····;………......... 徒歩3分 . 91 4便 l 羽田空港 I………•ぢ脊＂．．．．．．．

,::r 
嵌：登：-
てく：-：・ "a’

—―l-—亨まか立lり号l一--い- l---- -- — - ---

18:43 19:06 19:10 19:17 19:28 

東□；二『］五面五］JRご戸［三三で］ー

2 人

大城

員

宏之 議員

1 名 3 調査内容

(1) 令和元年 6月 3 日（月） 10: 00~11 : 30 
品川区：町会及び自治会の活動活性化の推進について

(2) 令和元年 6 月 4 日（火） 9: 15~11 : 15 
沖縄市：文化によるまちづくり推進事業・若者文化芸術育成支援事業

(3) 令和元年 6 月 4 日（火） 14: 30~16: 30 
名護市：自転車のまちづくりについて

(4) 令和元年 6 月 5 日（水） 10: 00~11 :30 
今帰仁村：廃校を活かした官民連携の総合体験型ファームについて

4 事務局・施設連絡先

0東京都品川区議会事務局調査係中村様 (03-5742-6810)
〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36

0 沖縄市議会事務局 島袋様 (098-937-3405)
〒904-8501 沖縄市仲宗根町26-1 3F 

0 名護市議会事務局 カミヤ様 (0980-53-6906)
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目 1 番 1号

0 今帰仁村議会事務局 ガナハ様 (0980-56-2101)
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

C あいあいファーム（農業生産法人

(~980-51-5111) 
〒905-0492 沖縄県国頭郡令帰仁村字湧川369番地

株式会社 あいあいファーム）



令和元年度創流会行政調査行程表

1 行程

□ 1 日目： 6 月 3 日（月）

7:30 9:04 9:14 ｷ 9:30 ｷ 10:00 

□三□lやJま悶讐し［三三］闊ごi;:~-c~三］冒：
11:55 12:13 12:28 . . 14:30 ｷ 17:10 

JR:；悶巨北「〗五属]:r:：：：~門特且回三月戸可 冒 •|□面五｀元］ 悶；
13:31. 18:37 19:58 

99天久新都心:ご;:![三[己·;,；竺，二［口]三口］ ［三已已□］

11 :30 . 11 :52 

. i言・［日日日·
18:15 

徒歩
............................,ー・・・~ ,..... 

3分

□ 2日目： 6 月 4 日（火）

9「‘忌入

箋翠

9:15 

三．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

13:40 14:30 16:30 18:05 

甕
分
徒
i
4

,`. 

11 :15 11 :44 13:26 

言[-]．ご巴‘9ス匹
13:37 

.........,喜・・・［日三□|—

...........................．□三］

5/27付けで依頼文発送後、今帰仁村より、時間を10時から、会場をあいあいファームに変
更の旨電話があり、行程を修正。（なお、依頼文等はそのままで対応するとのこと）

□ 3 日目： 6月5 日（水）

. 10:00 

□亘］．．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．．．．．．．
11 :30 11 :48 12:17 12:57 ｷ 14:26 

・ 冒·········~三巳］ごここ：且円戸万可二；：□〗
1 6 : 30 1 8 : 55 

冒邑三掌□三］悶r I 21:31 三i-| ．．．．贔言·年三己-- - -------- - - - -- - - - - 9 . — 

19:36. 19:55 19:59 ｷ 20:06 20:20 

：：モ／兵松レ；；［五面玉し贔門□月□三己□］―

2 人員 1 名

大城宏之議員

3 調査内容

(1) 令和元年 6 月 3日（月） 10: 00~11 : 30 
品川区：町会及び自治会の活動活性化の推進について

(2) 令和元年 6 月 4 日（火） 9: 15~11 : 15 
沖縄市：文化によるまちづくり推進事業・若者文化芸術育成支援事業

(3) 令和元年 6 月4 日（火） 14: 30~16: 30 
名護市：自転車のまちづくりについて

(4) 令和元年 6 月 5 日（水） 10: 00~11 :30 
今帰仁村：廃校を活かした官民連携の総合体験型ファームについて

4 事務局・施設連絡先

0 東京都品川区議会事務局調査係中村様 (03-5742-6810) 0 今帰仁村議会事務局 ガナハ様 (0980:--56-2101)
〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36 〒90,5-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

0 沖縄市議会事務局 島袋様 (098-937-3405)
〒904-8501 沖縄市仲宗根町26-1 3F 

0 名護市議会事務局 カミヤ様 (0980-53-6906)
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目 1 番 1 号

C あいあいファーム（農業生産法人株式会社 あいあいファーム）
(0980-51:-5111) 
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字湧川369番地
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行政調査旅費計算書
創流会
大城宏之
令和元年 6 月3 日（月） ～ 6 月 5 日（水）
品川区役所（東京都品川区広町2-1-36) 、沖縄市役所（沖縄市仲宗根町26-1)
名護市役所（沖縄県名護市港一丁目1番1号）、今帰仁村役場（国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地）
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 ※ 1 区間は、交通雑費として取り扱い、交通費に算入しない。
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※ 3 区間は、交通雑費として取り扱い、交通費に算入しない。

交通費
日当
宿泊費

105,660 
3,000 

14,800 
x
x
 

3 日＝
2泊＝

9,000 

29,600 

x
x
x
 合計

1名 ＝ 105,660
1 名＝ 9,000

1名＝ 29,600
144,260 円



行政調査旅費計算書
会派名 : 創流会
参加議員 ：大城宏之
日程 : 令和元年 6 月 3 日（月） ～ 6 月5 日（水） ※航空機変更のため
行先 : 品川区役所（東京都品川区広町2-1-36) 、沖縄市役所（沖縄市仲宗根町26-1)

' 名護市役所（沖縄県名護市港一丁目 1番1号）、今帰仁村役場（国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地）
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※ 3 区間は、交通雑費として取り扱い、交通費に算入しない。

交通費
日当
宿泊費

92,560 
3,000 

14,800 
x
x
 

3日＝
2泊＝

9,000 

29,600 

x
x
x
 合計

1名＝ 92,560
1 名= • 9,000 

1名＝ 29,600

131,160 円



別記第11号様式

領収書等整理票

区

① 調査研究費 2 研修費

5 要請・陳情活動費 6 会議費

9 人件費 10 事務所費

領収書及び料金内訳明細書等貼付欄

分 ※該当する区分に0印

：二成費 1 ：二：入費
11 通信運搬・自動車燃料費

・グヤ六3 、 マ4 -， 9―-～デ戸• ー ・元元西ぶ·戸・ご•---ヽ;..ベゞ’戸←←←翌-=＝中合---—ぷ匹心～二△＿心9，ーが，，―立一芦芦翠-`で雫干--と ・亡 ー を六寧又·\

f: 考i. :

1111111111 普通預金（兼お借入明細） 叫

~

>

※複数の領収書等を貼る場合は、重ならないように貼付してください。
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領収金額
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上記金額正に領収致しました
The above sum has been duly received. 

疇直鳴鱈A4‘7噂-

“ 
ィ

I 
：云，-)
--9 
そら.. 

, 99•--一"--·
ぇ----そこご,-

東武トップツアース株式会社
郡。山支 ―
福島県郡山市並＊ 1 丁目

ウエスタンピ）
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※クレジットカードによる領収（お支払い）の場合、印紙税法上の金銭又は有価証券の
受取に該当しないため、収入印紙の貼付は不要となっています。
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※クレジットカードによる領収（お支払い）の場合、印紙税法上の金銭又は有価証券の
受取に該当しないため、収入印紙の貼付は不要となっています。
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ANAアメリカン・ エキスプレス・ゴールド・カード

ご判用代金明細書

大城 宏之 様
会員番号

**＊＊-＊サー

前回締め日金額

--
お支払いlご入金・

醐整金額

一
明細書作成対象期間

新規ご利用金額

（含利息） 今回締め日金額
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明細審作成日

2019年6月 18 日

www.americanexpress.co.jp 
カード発行者：
アメリカン・エキスプレ
ス ・イ ンターナショナル ， Inc
167-8001 ｷ 
東京都杉並区荻窪4-30-16
関東財務局長(12)第0040明-

メンバ→ップ ・サ士令ス・ セクー
0120-958677 
03-3220-6787 
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123,5251 = I 
利用明細書送付者：

今回ご諸求額（円）
American Express International, Inc. 
18th Floor, Cityplaza ｷ 4 

123,5251 Ii：；ご·，'::，'！2g;52互1 ご。a;ko:h l?g：悶~~dKong
今回締め日時点での

ご利用残高の金額

2019年5月 19 日から 201 砕珀月 18 日まで

お支払日
201呼7月 10 日

当月分のこ‘請求額は決済日の前営業日までに口座にご用意下さい。

ご利用明細 ご利用金額（外貨） ご利用金額（円）

お支払い金額内容

子
三 J日 前回分口座振替金額
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今月ご利用額大城宏之様
**** 

乏忍て
箋羞

会員番号

****-****.**-1111 
ご請求金額 123,525円

決済 日 2019年7月 10 日

•• 9 9 999•• 99-•• 963と01 05 ··— a-99999一，．い■99一一 偏島県 郡山市____ 1- -

- 、
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安積町長久保

様

上記金額にてご指定の
金融機関口座より自動

引き落としさせていた
だきます。

住所、電話番号等の
変更は、本明細書の
右上にあるメンバー
シップ ・ サービス・

センターまでお電話

下さい．

尚、銀行振込の場合
には振込人氏名欄に
会員番号とお名前を
必ずご記入下さい。

大城 宏之
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明細密作成日

201岬6月 18 日

ご利用金額（外貨） ご利用金額（円 ）

79,100 
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今回ご利屈ご請求金額壼計 . . 少 123,525 

C
ク，
包

令 お振込先について -
何らかの都合で口座振替ができなかった場合は、下記銀行口座にお振込みください。お振込みの際は振込人名欄に必ず会員番号と基本カード会
員名をご入力ください。
振込先：みずほ銀行六本木支店普通預金口座 21 10521 口座名義：アメリカンエキスプレスインターナショナルインコーポレイテッド

♦ 外貨建てで生じたカード利用代金等については、当社におけるカード利用代金等の処理日に円換算しました。カード利用代金等が米ドル以外
の外貨建てで生じた場合には、米ドルを介しての円換算、すなわちカード利用代金等を一旦米ドルに換算後これを円換算しました。また、カード
利用代金等が米ドル建てで生じた場合には、直接円換算しました。別途会員規約にてご同意頂いている通り、法令により特定の換算レートの適
用が義務付けられている場合、または協定もしくは現地の慣例により当該カード利用代金等に関して特定の換算レートが使用される場合を除き、
円換算に際しては、 American Express Exposure Management Ltd. が日本国外で所有し管理するアメリカン ・ エキスプレス財務システムを利
用し、換算日の前営業日における主要な外国為替相場情報から選択した銀行間レートを基に、 2％の外貨取扱手数料を加えた（ただし、米ドル
を介しての円換算の場合、当該手数料が重複して課せられることはありません。）換算レートを使用しました。この外貨取扱手数料はAmerican
Express Travel Related Services Company, Inc. もしくはその関連会社の収益となります。なお、カード利用代金等がアメリカン ・ エキスプレ
スに提出される前に第三者により換算される場合、適用される換算レートは当該第三者が決定したものです。

令明細書1ページ目の上記記載の用語説明 ‘ 

「前回締め日金額」． ：前回の締め日時点のご利用代金等の残高です。「お支払い！ご入金・調整額」 ：前回締め日の翌日’から今回締め日までにお
支払いいただいた金額。取消伝票や修正金額がある場合はその金額も含まれます。「新規ご利用額（含利息）」：前回締め日の翌日から今回締
め日までの期間に、弊社が受領した 「 売上票」 の合計金額（手数料を含む） 。但し海外でのご利用分については、円に換算した金額をもってご
利用額とします。 「今回締め日金額」 ：今回締め日時点でのご利用残高の金額。前回締め日金額ーお支払い！ご入金・ 調整額十新規ご利用額十
その他ご請求分の合計金額により計算されます。 「 • 今回ご請求額」：今回お支払いいただく金額。 「 今回締め日金額」に紛議中（調査中）
のご利用分が含まれる場合は、「今回締め日金額」 から、それらを除く金額となります。

‘` ` 



令和元年 6 月 8 日

行政調査報告書

調査先 東京都品川区

日
内

時

容

令和元年 6 月 3 日

~

.t.t
9.9,

} 

月曜日

「町会及び自治会の活動活性化について」

東京都品川区は、平成 30 年 4 月に「品川区町会および自治会の活動活性化の

推進に関する条例」を制定して、住みよいまちづくりに取り組む町会および自治

会の活動を応援する事を宣言しました。

品川区は近年人口が増加傾向にあり、約 200 の町会・自治会があり、各々活

動しています。ぞの様な中、高層マンションの建築により、マンションの居住者

と地域住民との交流も必要に迫られて来ています。品川区は、毎日の暮らしの中

合
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.
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言
一
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玲
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でも、いざという時にも、共に助け合うまちづくりを・・、という観点に立ち、

地域住民が良好な地域コミュニティを維持・-形成じ＜共助の精神に支えられた地

域社会の実現を目指し、安全、安心なまちづくりに取り組むと宣言しました。

わが市に於いても、自助・共助・公助のもと、より安全で気持ち良く住みやす

いまちとなる様、地域住民の意見、考えを吸い上げて、行政と市民が一体感を持

って地域コミュニティの再構築及び活性化を諮っていくべぎと考えます。

以上



\ 

町会 。 自治会はまちの元気の素です
品川区には、約200の町会 '·自治会があります。町会・自治会は、地域住民が生活を営むな
かで生まれた地域を代表する団体で、その歴史は古く、戦前から戦後へと幾多の困難を乗り
越ぶ地域コミ..J.ニティの中心的な役割を担っています。しかし、地域社会の発展に重要な役
割を果たしているにも関わらず、町会 ＊ 自治会の法的な位囲付けなどは明確ではありません。
そこで、 品川区は平成26年度に地域コミュニティ研究の第人者である名和田是彦氏（法政

大学法学部教授）を委貝長とした「町会•自治会のあり方と区との協働に関する調査研究委
員会」を立ち上げ、地域代表委員として5名の町会長にご参加いただき、検討を進めてきまし
た。

品川区長
濱野健

2年問の調査研究では、町会・自治会は地域住民同士の親睦やつながりを深め、安全で住
みやすい地域づくりのために日々地道な活動を続けていることを再葛識する一方で、担い手不足、役員の負担感の増、新
たな住民に町会・自治会の活勁が知られていないことなど、様々な課題を抱えていることも明らかになりました。
今後も区のまちづくりの最大のパートナーである町会・自治会が地域コミュニティの核として活躍していくためには、町

会・自治会がより力を発揮しやすいしく9みをつくるとともに、 区の支援策の再構築が重要であると考え、 23区初となるr品
川区町会および自治会の活動崇性化の推進に関する条例」を制定しました。
この条例の制定にあたっては、町会・自治会の方々にアンケートや何同にもわたる意見交換会で活発なご意見をいただ

ぎまた区議会において熱心にこ•審議いただきました＂
本条例では良好な地域コミュニティを維持・形成し、共助の精神に支えられた地域社会の実現をめざし、町会・自治
会の位置付けや役割を明らかにするとともに区が取り組むべき支援、 区民・事業者の皆さんにこ·協力いただきたい事柄
を定めました。

‘’.' 皆ざんが住む地域がより安全で、気持ち良く住みやすいまちとなるよう、この機会に町会・自治会の大切さについて改
めてお考えいただき、町会・― 自治会の活動に参加・協力していただきますようお願いします。

9 9 , 9,,., •’, ;',‘ · • • 9 ． 會，ふ·，. ， 、, ｷ ｷ . ·’ ’.’. ｷ,  ｷ . ｷ . , ｷ.  ｷ • . ..， 9 會 • .9 . ，
• ,.- ·;_., ｷ, 



『品川区町会および自治会の活動活性化の
に関する条例』

地域コミュニアィの核として活躍している町会・自治会の活動活性化を推進するための条例です。
町会・自治会を中心に区｀区民、 事業者がそれぞれの役割を果たすことで地域のつながりを強め、共助

. の精神に支えられた地域社会の実現をめざします。
＠地域コミュニティの維持と形成に重要な役割を果たしてきた町会・自治会の位置付けを明らかにします。
®区の責務を定めるととも饂区民・事業者に対して、町会・自治会の活動への参加協力を求めます。·
®町会・自治会への加入と活動への参加を促進するためのしくみをつくります。

町会および自治会とは
地域コミュニティの核として、 地域住民同士の親睦やつながりを深めるための活動をはじめ、地域で
起きる多種多様な課題を解決するための活動を続けている自主的団体です。 、

「＼ 私たちが毎日気持ちよく 、 快適に暮らせるよう、安全で安心なまちづくりに大きく貢献しています。
信参

区民まつJ）

品川区の責務
品川区は町会・自治会の自主性・主体性を尊重し、 町会ー・ 自治会の活動の活性化を推進するために、

r ' ヽ加入促進活動への支援をはじめ、活動や運営に関する支援策を積極的に推進します。
象霰 曹

町会会館建設などに助成します 、 毎月、区の情報を統合ポスター（掲示板） と統合チラジ（回質板）でお知ら甘います

曇区民の皆さんへの協力のお願い
町会・自治会の活動に積極的に参加し、 地域の交流を深めましょう。

I , ' 
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事業者の皆さんへの協力のお願い
事務者や事業所が所在する地域で行ゎれる町会・自治会の活動や町会・自治会を助ける区の施策に
協力してください。

町会・自治会の活動に協力をお願いします。 町会から町会への加入の促進活動や行事の周知など
のために必要な範囲で共用部分への立ち入りを求められたときは、マンション管理に支障のない限
り、，協力してください。

住宅を購入・賃貸する方への重要事項を説明するときに町会・自治会に関する情報を提供してく
ださい。

~"' . '' ·' 

町会・自治会への加入のお問い合わせは I 

地域活動課地域相談担当第二庁舎6階

-• • ・ ←・． ． ． ， ． ー•-.. 1. I A 
9,ｷ • .,. 

TEL 5742 ... a-6648 FAX 5742-6878ｷ --
もしくは、お近くの地域センターへ

地域ゼンター名

品川第ー地域センター

住； ・ 所
\ -ｭi 

北品川3-11 • 16 

電話番号'-

34 5 0 -20 0 0/ 
~9、 9ぶ · •4•~ ì · • " - • -し,. 9•：● 9,•ヽ••-—•よ · • • • • `’, ．＾ー9. -- -..— •·-—• • --~ •-9 9-• ~. • ｷ ●●●ヽ● • 

品） 1|第二地域センター 南品川'5 -:··~..:zo •3472-;2ooo 
I 

, ｷ 99 』 9 ヽ ヽ •ゞ —-9- ｷ -----. 

大崎第一地域センター 西五反田 3:-6-3 349F2000 

大崎第二地域センター 大崎2-9 -4 ,3492-20̀00 

大井第一地域センター 南大井1-12-6 376]-2000 
-----•~•~-＇ー·ー•ー・·•―• • —-••••" ` … ヽ •..:.; ... . .. . ~-·----～••••-．．ー・--

地域センター名
,. ． ．．．・． ． . ン ・・ · • ·、 ·· • • • • [.... 

荏原第一地域センター
｀ぶ•や口 ·i.-~ ` ... . . ·‘` 

嘩給0-·h2018$'ANRIO co.iLTD. 
APPROVAK No.G5906‘i6 , 

住 · 所
ｷ • ｷ 

、 小山3-22'·3

常話番号

37 8 6 -2 0 0~〇'

荏原第二地域センター 荏原6-:-17-12 3782-2000 
. . -- - -ｷ-9——̀̀,..,.,.; ________,・｀t• 9 ^．ふ．，.ー ・ ・ ー· ..'.-------ｷ • • 9ｷ • ア ●99--- --- -

荏原第三地域センタ..,... 平塚 l み13:-~ 18 .̀ 3183-2000 

荏原第四地域センター 中延5-3-12 3784-2000 

荏原第五地域センタ—,. . . • =~l'- .1 -,2 ．二葉1 -1 3 7 8 5:. -2 00 0 

—. • • 3172 • •2000 ー 大井第二地域センタ ' 大井2..,2た20 、 、，・ ・八潮地域センタ― . . 3799-2000 ,. 八潮5•-10 ·-27
” .-9~＾•一9 ~·^＂マ9匹心--～ゃhへ9--9· . - , . . --ヽ．．一い＾＇・--―-- • .～9-～’``.，＾t'99--、ー・…：い ヽ 99, ． r 9

大井第三地域センター 西大井4-1-8 37 7 3 -2 0 0 0ｷ 
... ···· ···ヽ •ヽ ·`，.叱 .... ．り• ふ ヽ•· ·•. ヽ-ヽ•｀... ..,. . ___,.-•一•-- -c.: -•一·



品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例
品） II区i··ょ、古くから交易の拠点としてにざわい、人々の交流が盛んに行われ、栄えてきました。

こうしたまちのにぎわいや交流を挽いてきた源ば地域社会に器らす入々の地縁による助け合い、支え合いといった共助の梢神でありますク
この梨高な緒神は、地緑団体である町会および自治会によって、今H まで育まれてきましたク
肛［会および自治会は、地域住民が生活を営むなかで、知恵と英知を稲み璽ねて生まれた地域を代表するけl1本であり、その朕史は古く、戦前から戦後へと幾多の困難を

乗り越え、地域コミュニティの基礎を築き、今なお品Jil区の発展に大きく貨哉する存在であります。 ' . 
近年、少子高齢化の急速な進展などの社会珠境の変化により、地域住民の共助の力が弱まりつつあるなか、 ' •I私たちは、阪神囀淡路大謡災や束t1 本大笛災などから地域

住民による共珈）索要性を再認釦し、地域のつながりをより強め、痴加）桔神をさらに育んでいくこ bの大切さを改めて知りました。
これからの品JI!区の発展には、子どもたちの健全育成、・ 高齢者の生活支按、安全 • 安心なまちづくりのための防犯活助、災害への備え、さらには毎災などの有亭の際の

助け合い、文え合いなどについて、私たち一人一人が共助の桔神を持ち、今まで以上に力を合わせて取り組んでいくことが並要です。 ' 
そのためには、地域こ7 ミュニティの核である III]'会および自治会の活勅をさらに活性化し＼協慟によるまちづくりを泄め、町会および印治会の活勁を通して未来を担う子とっ
もたちに共助の梢神を伝えていかなければなりません。

ここに、品川区は、地域コミュニティのさらなる発展に向けて、町会および自治会を良好な地域コミュニテイの維持と形成に関して 1双と協嫡する皐大の相手方であること
を宜円・し、 II!J会および白治会を中心に区、区民および享業者がそれぞれの役割を梁たすことで地城のそ）ながりをより弛め．共助(J)柄神に支えられた地域社会の実現を目指
し、この条例を剖定します。

(H 的）
行51 条 この条例は．町会および自治会の活動活1生化のす［磯に係る基本理念を定め、 IIIJ会および自治会の位惜付けおよび役割なら T.ドに町会おKTF自治会に対すろ区(1)芸
務ならびに区民および事業者の役剖を明らかにするとともに、町会および自治会の活動活性化の推進に固する措椴等を定めることにより、良好な地域：9ミュニティを維
辮、および形成し、もって罠民相互がより強いつながりを鯰た地域社会d)実現に登する＇ことを目的とする，
（定器）

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用誦の意装は｀当該各号に定めるところによる，
(1) IOJ会 地方自治法 (NU和22年注律第6？サ）第260条り） 2 第 1 項に規定する地緑による団体（以下「地線による団休」という o) であって、地域コミュニテイ 1/）中心と
なって活動しているもの（自治会を除く。）をい ｀

(2) 13治会 地禄による団体であって、地域コミュニティの中心となって活動しているもののうち、 1 棟の共l台］｛l：宅 0)敷地または複数の共同住宅のそれぞれの敷地で
あって隙接しているものを主たる区域とするものをいう。・

(3) 地域：コミュニティ 区民相互のつながりを基礎とする地域社会をいう o , 

(' 、 , (4) ま業者 区内に享務所または車業所を有する法人そIJ)他の団体および個人をいう，

裟写計
15) ・マンション マンシゴンの符理の適正•ftの推進に関する法律（平成12年法律第149号）第 2 条第 1号に規定するマンシa ンをいう．

さ宮 (6) マンション管理者等 マンションの管理の適阻化の推進に関する法律第 2条第 4号に規定する管理者等および1司条舘 8号に規定するマンション管理業者をいう。
（基本理念） . . 

然 3 条 町会および自治会の活勁活性化の推進は、次に掲げる半項を茎本理念として行うこととする。

{l) 区民が相互に交流を深め、共助の桔神に挨づき町会または自治会の一貝として自主的かつ主体的に活勁するよう、地域のつながりを強めるものであること。
(2) 区民、布業者、彰戌活動に関わる団体、大学、研究概朋その他の団体と連据し、地域コミュニティの発展に資するものであること，
（町会および自治会の役割）
第4 条 l:IJ会および自治会は、地緑に基づき美化活勁、防犯活動その他の共同活勁を行う自主的団体として、その区域I]，]における区民の生活を守り、地域コミュニテイ(1)
活性化を推遮するよう努めるものとするこ

2 町会および自治全は、良好な地域コミュ・：：：ティの維持および形成のため、その］を城内において活勁する［計体との連拇を深めるものとする，
（区の衰務）

第 5 条 区長は、町会および自治会と協慟し、地域コミュニティの活性化に姿する施策を総合的に策定し、実旋しなければならない。 ·•この場合において、 、区長は、 町会お
よび自治会の自主性および主体性を苺蛍しなければならない。 ‘

2 区長は、区民が11『会および自治会の活動に主体的に参加することを促進するために必要な支按を行わなければならない。
3 I裟長は、町会および自治会が相互に意見を交換し、連携するために必要な支援を行わなければならないこ

( I汲民の役割）
第 6 条 区民は、地域コミュニテfの謳要性を理解し、 I[［会および自治会の活動に程栖的に参加し、および協力するよう努めるものとする 3
z 区民は、町会および自治会の活動に多くの区民が主休l)りに参加する状況となるよう、 1幻民相互(/)父流および協鏑に努めるが(/)とする。
（挙業者の役割）

第 7条 、平業者は、地域コミュユティの直要性を理解し 、 その事務所または事業所が所在する地域において行われる町会および自治会の活勅に協力するよう努めるものと
するコ· • 

2 弔業者は、第 5 条第 1 項の規定により策定した区の施策に協力するよう努めるものとする。 1 

( ' · 
（財政上の措罷）

第 8 粂 区長は、町会および自治会の活勁活性化の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の枯恒を講ずるよう努めなければならない。
燐'..点！ （町会および自治会に対する情報の提供等） . 、
ゃ:,i ー 第 9 条区長は国会および自治会からの批域コミギニティの活性化の椎進に関する柑談に応じ卜 1育報の提供辻切笥その他必要な措置を語ずるものとする_0

（地域コミュニティの活性化の稲進に関する理解を深めるための措儒等） . . ・
第 JO条 区兵は、区民、区に転入しようとする者および事業者が地域コミ `:L ニティの活性化の推嵐に同する理解を深めるための広報活紘啓発泊動その他町会および1J
治会の活動への参加のために必要な措問を零ずるとともに、町会および自治会へのカII入を促巡するために必要な支援を行う！、よう努めなければならないc
（住宅購入者等に対する惜報の提供）

第11条 住宅ll)販売もしくは貨貸またはこれらの代理もしくは媒介（以下 「販光等」という。）をする事業者は、 区内の住宅を購入し、または賃借しようとする者に対し、宅
地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第35条第 1 項各号に掲げる串項の説明その個器該住宅についての説明を行う際に、当該住宅の存する地域において活動する
町会および自治会の活動に関する•i甜様を提供するよう努めなければならない0 , | 
（マンション管理者等の町会および自治会の活動への協力） 1 

悌12条 マンション管理者等は、地域コミュニテイの煮要性を理解し、11lJ'会および自治会の紐動に協力するよう努めるものとする，
2 マンション管理者等は、筈莉するマン芦ンの所在する区域の町会が当該町会へのカII入を促進するために必要な活勁、当該日［会の活勁の周知等のために必要なずti囲
において共用部分への立入りを求めたときは、当該マンションの笞理に支除のない限りにおいて、これに協力するものとする。
（マンションの新築工事等をする亭業者の地域連絡到整貝の選任）

第13条 規則で定めるマンションを新築する者は、当該マンションの新築工半、販売、賃貸および管理をする事業者に対し．、それぞれ地域速絡調整f-l （マンションの居住
者と地域住民との交流を促進するために必要な串項等について、 町会および自治会との連絡および調整を行う者をいう a) を選任させなければならない。
〈マンションの居住者(/)交流の1足遮） ． . ,. 

第14条 マンションを建築し、販売し、笠貸し、または笠理する亭業者は、マンションの焙住者相互の交流およびマン・ションの居住者とその他区民との交流の促進を図る
ため、町会および自治会の活動に渫する惜報を掲示するための掲示板の設置その他の必要な拮造を語ずるよう努めなければならない。
（委任） . . •' 

第15条 この条例の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
付貝I) .

この条例は、平成28年 4 月1 日から施行すふ

匿平成30年 6 月発行匿璽目品川区地域振興部地域活動課地域相談担当
回 〒140~8715 品］ II区広町 2 .,: 1~36 日頚 5742-664.8 匡塁 5742-6878
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令和元年 6 月 8 日

行政調査報告書

調査先 沖縄県沖縄市

日時 令和元年 6 月 4 日火曜日

内 容 ①文化によるまちづくり推進事業について

C
]
 

②若者文化芸術育成支誤事業について

地元沖縄県及び沖縄市に於いて、広く知られている文化芸術の

振興に寄与出来ると認められる舞台公演事業ど音楽イベント等で、

音楽鑑賞機会の提供と「音楽のまちのブランド化」を推進する舞台

彦〗

c
 

公演事業の二事業に各々 100 万円を上限としての推進事業。

文化による地域づくり活動支援事業は、地元沖縄の伝統芸能を

はじめ、演劇、音楽、ミュージカル、ダンス、また舞台企画・制作、

イベント等対象が広い。

更に、音楽によるまちづくり推進事業は、ライブ、コンサート、音

楽イベント等に支援すると言う。

わが市に於いても、民間に任せる事なく行政と民間がシンクロし

ながら、更なる発展「楽都 郡山」を目指して行くべきと思います。

マ―--”: 



②若者文化芸術育成支援事業について

児童が主体となって参加して実施する「文化芸術育成活動」の経費

に対して、支援補助金を交付する事業であり、地域の文化芸術を担う

人材の育成を図る事を目的とするものであり、補助金の上限額が 150

万円で経費の 4 分の 3 以内との事。

l
[i-

書類による審査と、プレゼンテーションによる審査があり、芸能

ぐ
｝

分野、その他の分野（舞台企画・制作、及び運営等）が対象となり

費目も多種多様に亘っています。設営・舞台費、謝金・人件費、

事施工費、広報・宣伝費、交通費、備品費など、主催運営する側に

非常に有意義（有益）な支援事業であると思います。

わが市に於いても、地域の文化芸術を担う人材育成を図る事が

必要である事から、使い勝手の良い育成支援事業費補助（金）を考え

て行く必要があると思います。

• • •ヘ
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文化によるまちづくり
推進事業補助金

補助金交付団体等
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募集期間

2019 年 4 月 26 日（金） ~ 
201 9年 5 月 24 日（金）※必着 ' 

1 



1. 目的

市内で実施する文化芸能分野における実演家の育成や、舞台芸術鑑賞の機会確保及び地

域における文化振興の推進を目的とする。

2. 補助事業

(1)交付対象となる補助事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①文化による地域づくり活動支援事業
広く公開される創造的な文化芸術活動で、・かつ市内の文化芸術の振興に、寄与でき
ると認められる舞台公演事業

②音楽によるまちづくり推進事業

／
囚喫

市内で開催する音楽イベント等で、魅力ある音楽鑑賞機会の提供と音楽のまちのブ
ランド化を推進する公演事業

(2)前項の補助の分野及び対象は、別表 1' に掲げるとおりとする。

(3)文化によるまちづくり推進事業補助金の要件は、次の各号のいずれかに該当ずるもの
とする。

①補助事業実施の翌年度以降も活動を継続するもの

②市内で行う自主企画による舞台公演等の事業 ‘
③その他市長が適当と認める事業

(4)次の各号に該当する事業は対象外とする。
①学校等の行事や各種活動に属する事業
②政治に関する活動を目的とする事業
③宗教に関する活動を目的とする事業
④一般に広く公開されない事業

3. ・補助事業者

「・ （1）補助事業者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。

菱ご ①市内に活動の本拠を有する回体もしくは実行委員会。ただし、本要項 2. (1)②の音
楽によるまちづくり推進事業についてはその限りではない。 ・
②規約等を有するとともに代表者、所在地及び会計処理が明確であること。 , 

③別表 1 に掲げる活動実績が 1 年以上あること。ただし、市長が認める場合はこの限
，りでなし‘。. • 

(2)前項の規定にかかわらず、次の団体等は対象としない。

①地方公共団体

②県文化協会及び市町村文化協会等を構成員とする団体
③学校等に属する活動団体
④政治に関する活動を目的とする団体
⑤宗教に関する活動を目的する団体

⑥本市、国又は他の地方公共団体から本事業に関して別の補助を受けている団体

2
 



文化によるまちづくり推進事業補助金交付要綱

I 

決裁平成 30 年 5 月 11 日

改正 ’ 平成31年 4 月 24 日

沖縄市補助金等交付規則の制定に伴い、文化による地域づくり活動支援事業補助金交付
要綱を全部改正する

゜

~
如

（目的）

第 1 条 この要綱は、市内で実施する文化芸能分野における実演家の育成や、舞台芸術観

賞の機会確保及び地域における文化振興の推進を目的とする。
この要綱は、沖縄市補助金等交付規則 ·（平成 30 年沖縄市規則第 11 号、以下「規則」

という）の施行について必要な事項を定めるものとする。

規則及びこの要綱の施行に必要な基本的事項は、経済文化部における補助金等交付に関
する共通要綱（平成 30 年度 4 月 1 日施行、以下「共通要綱」という）による。
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（補助事業）

第 2 条 交付対象となる文化芸能事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 文化による地域づくり活動支援事業

広く公開される創造的な文化芸術活動で、かつ市内の文化芸術の振興に寄与できる
と認められる舞台公演事業p

(2) 音楽によるまちづくり推進事業
市内で開催する音楽イベント等で、魅力ある音楽鑑賞機会の提供と音楽のまちのブ
ランド化を推進する舞台公演事業d

前項の補助の分野及び対象は、別表 1 に掲げるとおりとする。
炭
冤
喫

忍
透

第 3 条前条第 1 項の事業の要件は、次の各号のいずれかに該当するむのとする。
(1) 補助事業実施の翌年度以降も活動を継続するもの

(2) 市内で行う自主企画による舞台公演等の事業

(3) その他市長が適当と認める事業

次の各号に該当する事業は対象外とする。9

(1) 学校等の行事や各種活動に属する事業 ．

: (2) 政治に関する活動を目的とする事業 ' 

(3) 宗教に関ずる活動を目的とする事業

(4) 一般に広く公開されない事業

2
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若者文化芸術育成支援事業補助金交付要綱

決裁平成 30 年 5 月 11 日

改正・平成 31 年 4月 24 日

沖縄市補助金等交付規則の制定に伴い、若者文化芸術育成支援事業補助金交付要綱を全
部改正する。

r
• ヘ
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（目的）＿

第 1 条 この要綱は、児童が主体となって参加して実施する文化芸術育成活動に要する経

費に対し若者文化芸術育成支援補助金（以下「補助金」という）を交付し、地域の文化
芸術を担う人材の育成を図ることを目的とする。 ' 

この要綱は、沖縄市補助金等交付規則（平成30 年沖縄市規則第 11 号、以下「規則」

という）の施行について必要な事項を定めるものとする。

規則及びこの要綱の施行に必要な基本的事項は、経済文化部における補助金等交付に関
する共通要綱（平成 30 年度 4 月 1 日施行、以下「共通要綱」という）による。

3
 

c、こ：9

（補助事業） ・

第2 条 この要綱において補助の分野及び対象となる事業は、別表 1 に掲げるとおりとす

る。

9’/ 
,' .r¥ 

第 3 条 前条の事業の要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

＇（ 1) 補助事業実施の翌年度以降も活動を継続するもの
(2) 市内で行う自主企画によ百育成講座、舞台公演等の事業

(3) その他市長が適当と認める事業

-2 次の各号に該当字る事業は対象外とするも

(1) 学校等の行事や各種活動に属する事業

'(2) 政治に関する活動を目的とずる事業

(3) 宗教に関する活動を目的とする事業

(4) 一般に広く公開されない事業

! 2 

（補助事業者）

第 4 条 補助事業者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。

(1) 市内に活動の本拠を有する団体もしくは実行委員会。

(2) 規約等を有するとともに代表者、所在地及び会計処理が明確であること。

前項の規定にかかわらず、次の団体等は対象としない。



r 芸：＼
裟姿·：そi--99:-:-:: 

r 冒：［多‘‘-·



(( 
疇多―

芸C（：全：翌：
をを考‘·9



r
 

{

} 

\‘.

a 

.-

哉
翠
空c
 

' .:'.[ 
翠気．～’ヽ·



品沖縄市
経済文化部文化芸能課

課長 神谷
KAMIYA 

貢
MITSUGI 

麟疇9日？れい、＾ぶ．9：きャー”―

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根ll[J26番1 号
TEL: 098-939-1212 （内線3550)
TEL : 098-929-0261 （直通）
F奴： 098-923-348g_
E-l',,1AIL: 

C 
量••こ 品 沖縄市

経済文化部文化芸能課
冗
亨

門
曖
翌

こ
溢
'
i

G
 

サィ
・
¢
K

t

 

課長補佐 玉城
TAMAKI  

千恵美
C H I E M I 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

TEL 098-929-0261 FAX 098-923-3485 

E-MAIL bun,’’璽~wa.j
；賑劣恐疇；ざ裟翌翌寄締．応翌謬翠·9岱

r 摩：：｝
叉蕊緊---

品沖縄市議会事務局
議事課主事

島袋春香
Haruka ｷ Shimabukulo 

〒904-8501
沖縄県沖縄市仲宗根町26 番 1号
TEL (098) 937-3405 
F AX__i_Q_m 9 3 8 -1 0 9 4 
E-mail: 

.ｷ..... ｷｷ :. ：・・’



令和元年 6 月 8 日

行政調査報告書

調査先 、

日
内
時
容

沖縄県名護市

令和元年 6 月 4 日

~

>

火曜日

「自転車のまちづくりについて」

名護市は平成 24 年3 月に「名護市自転車まちづくり」を策定

して、市街地での自転車指導レーンを整備している。また、名護市

職員の「自転車通勤手当」の創設や市直営の自転車レンタル事業を

展開しているとの事。

・ 理由は、平成元年から開催されている国際的な自転車ロード

レース「ツール・ド•おぎなわ」にあると言う。自転車競技を

9夕．．一
ょ•,-.

:—— ,_._ 
，.デ乞ー：ー：＿＿

---—こ,_.

~
[-.9-

通して、安心•安全・健康・観光・経済・教育等多方面に亘って
も
そ
‘-
5
-―

弄
翠
差

又

ぇ
箋

複合的な効果があり、市政発展に寄与しているとの事です。

市内には、至る所に自転車専用レーンが引かれ、自転車による

「まちづくり」が熟成されて来ている様に思えました。

わが市に於いても、自転車、歩行者の為により一層交通安全対策

に尽力して行くべきと思います。

以上
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更新日： 2017年3_月 27 日

名護市自転車のまちづくり

興·交流／まちなか再生／環境保全／優

沖縄県名護市

・ 観光振興・交流／まちなか再生／環境保全／優良地域活性化施策

現在の活動状況

ぐ
こt

t

概要

•まちづくりにおいて、自転車がもたらす「経済」 「観光」 「健康」 「環境j 「教育」
「競技」などの複合的な効果に加え、サイクリストが目標を達成することによる生きがい・友情等の新たな価値観
の創出による地域の活性化が図られる。

ー：，ー：一

内容

ぐ
＇
〗

．

［取組に至る背景・目的】 , 

・名護市は、 平成元年から続く国際的な自転車ロードレース「ツール・ド•おきなわ」の開催地で、今年度で28回
目の大会を終えている。
平成24年 3 月には、 「名護市自転車まちづくり」を策定、通勤や通学など住民が利用できる市街地での自転車指

導レーンを整備しており、さらに、平成27年度からは健康増進や環境負荷軽減のために名護市職員の「自転車通勤
手当」の創設や名護市営市場等での自転車のレンタル事業を開始している。 • 
また、北部国道事務所所管の名護市内国道58号一部区間において、北部地域初の自転車専用道が、今年 8月から

供用開始しており、国との協調により、自転車がもたらす「経済」 「観光」 「健康」 「環境」 「教育」 「競技」な
ど複合的なプラスの効果が図られつつある。 ・
［取組の具体的内容J.

•このような状況下、稲嶺市長を先頭に「サイクリストの聖地」と言われている「瀬戸内しまなみ海道J ｀の視察を＇
今年7 月中旬に行い、先進地の報告会を去った 9 月に開催した。その報告会での羽地内海周遊サイクリングの提案
が沖縄県から評価され、県との連携による「健康長寿おきなわプラットフォーム形成事業」を活用して＇、羽地内海
周遊と本部半島—周の 2 コースを設定し、 JTBガイアレック社の自転車専用ツアー商品「日本を走ろう」を今年
12月から全国販売することとなっている。
【施策の開始前に想定した効果、数値目標など】
・自転車がもたらす「経済」 「観光」 「健康」 「環境」 「教育」 「競技」など複合的な効果． . 、
［現在までの実績・成果】
・ハード面での施策として、自転車指導レーンや自転車専用道の整備による安全で快適な自転車の利用環境づく
り、ソフト面では；自転車のレンタル事業の構築や自転車通勤手当の創設による自転車利用の促進等。
【導入·実施にあたり工夫した点や苦労した点とその対処法・解決策など】
・多様な分野から専門的な意見を求めるため「名護市自転車ネットワーク検討懇話会」を開催して施策に活かせ
た。 ． また、瀬戸内しまなみ海道の視察後、速やかに報告会を開催する等、国及び県、 ． 北部の自治体で連携が図れる
ようなネットワークづくりに努めた。
［今後の課題と展開J . 
•今後の課題としては、北部広域にコースを拡大するにあたり、サイクリストの目線による安心安全なコースの設
定はもとより、休憩スボットの設置、魅力ある観光資源の情報発信等に加えて、サイクリストが目標を達成するこ
とによる生きがい ·＇ 友情等の新たな価値観の創出；地域との交流が課題となっている。
［事業期間】

平成24年度～31年度まで（うち自転車のレンタル事業平成27年～29年度）
【事業予算】 . 
総事業費： 32,9,187千円

（うち自転車指導レーン整備321,478千円、レンタル事業7,709干円）
財源内訳：沖縄振興特別推進市町村交付金257,182千円、一般財源72,005千円
［団体情報l .

人口： 62;505人（平成28年10月末現在）

標準財政規模：-15,546百万円（平成27年度）
担当部課名：企画部企画調整課

リンク (URL) 等
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局長兼自転車のまちづくり推進室長

小野雅春
Ono .Masaharu 

〒 905-0017 沖縄県名護市大中 1-19-24

名護市産業支援センター 2F
TE L:0980-53'-7530 FA X:0980-53-7522 
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名護市商工観光局
自転車のまちづくり推進室

主査 平川洋一郎
Hirakawa Yoi chiro 

〒 905-0017 沖縄県名護市大中 1-19-24

名護市産業支援センター 2F

TEL 0980-53-7530 

FAX 0980-53-7522 

E-mail 
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名護雨議会事務局

Arakaki Kazuyoshi 

蕊
rヽ. 
芍．． ー 、し

次長 新垣 和 士
ロE-mail : kazuyos hi-a@city.nago.lgjp 

〒 9.05=85.40 .

沖縄県名護市港一丁目 1 番 1 号
TEL:0980-53-1212 （内線 30 5) 
F AX:09 80-53-6906 
http://www.city.nago.okinawa.jp 
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Ka.zniya Ton2oko 

係 長 神 谷 智 子
E-mail: tomoko-k@city.nago.lgjp 
〒905-8540

沖縄県名護市港一丁目 1 番 1 号
TEL:0980-53-1212 （内線 3 D 5) 
FAX:0980-53-6906 
http:/ /www.city.nago.okinawa.jp 



令和元年 6 月 8 日

行政調査報告書
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調査先 沖縄県国頭郡今帰仁村

日時 令和元年6 月 5 日水曜日

内 容 「廃校を活かした官民連携の総合体験型ファームについて」

沖縄県の北部に位置する今帰仁村は、ご多分に漏れず「少子高齢

化」が進み> ·小学校・中学校の統廃合が段階的に行われ、廃校を

利活用した地域振興が課題となっていました。

今帰仁村インバウンド農泊推進協議会が設立され、廃校を活用

して「総合体験型ファーム」を民間企業が主体となって今帰仁村の

指定管理運営。廃校を活用した農泊と 6 次産業化推進（生産・加

エ・販売）農から食に至るまでの体験を一体的に提供して、利用者

に高い評価を受けており、農泊を契機に移住希望者が増加してい

るとの事。

わが市に於いても、今後小学校・中学校の統廃合が加速される事

から、廃校後の利活用について各地の成功事例を参考として、地域
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住民のコンセンサスを得て、しっかりとした方向性を持って協議

して行くべきと思います。 以上
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廃校となった学校跡地の有効活用
全国的な少子化の流れの中、本村においても少子化が進み、小学校、中学校の統廃合が段
階的に行われてきた。廃校となった学校跡地の有効活用を図り地域活性化につなげるため、
外部有識者、地元住民、行政から構成される審議会を設置し> 利活用を希望する民間事業者
の募集及び選定を行った。事業者の選定にあたっては、地元住民の要望を含め、地域交流と
杓の掲げる農業振興、観光振興の方向性と合致ずる事業者を選定した。

今帰仁村らしさと体験学習の場
事業者による村内での自社農園栽培有機野菜の販売、加工食品販
売にレストランでの食材使用で、安心 • 安全な食を提供すること
で、 「農業立村今帰仁」のPRに一役を担っており、自家菜園や小動
物とのふれあいができるため、来訪者には本村の豊かな自然ととも
に癒しの場となっている。
また、村内小学生の食育学習の場であり、
の活動の場ともなっている。

村内ヘルスツーリズム

0学校全体を一つの事業者に貸与し運営して
もらった。

〇審議会には地元の住民代表に委員として参
画してもらい、地元の声を反映させた。

0事業者選定には、客観性を保つために評価
書での得点の他、議論の場を設けることで
総合的な評価を行った。

行政と民間の協働
行政と民間が協力して地域にあった事業者 ，
を選定することができ、選ばれた事業者が継
続的に努力し発展していることが先進事例と
ーして注目されている理由だと考える。
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今帰仁村インバウンド膜泊推進協議会（事例②：
な き じん そ ん

なきじんそん

企業主導の農泊推進） 〔沖縄県今帰仁村〕

〇 廃校を活用し、加工施設、レストラン、直売所、宿泊施設などを整備した「総合体験型ファーム」を
核に地元農漁家とも連携し、農から食に至るまでの体験を一体的に提供。
〇 廃校を活用した農泊と6次産業化の推進により、地域への移住希望者の増加や定住化、地域での新規
就農者等の育成にもつながり地域振興に貢献。

:t ［・. .
?' 

く地域の特徴＞
〇 沖縄本島北部に
位置する。

〇 少子化が進み小 ＜協議会設立の経緯＞
中学校の統廃合が 0 平成21年に、 飲食業や宅配事業を営む
段階的に行われ、 （株）アメニティが有機野菜のメニューを提
廃校活用した地域 供する目的で、農業部門として農業生産
振興が課題となっ 』 法人「あいあいファーム」 ［を設立。
ていた。 0 「あいあいファーム」は、当初、農産 あいあい手作りファーム

〇 今帰仁村は農業 物の生産から加工、 レストラン等を通じ
を基軸に商工観光 た消費まで一貫して手がける『 6 次産
に取組み、年間約 業』に取り組んでいたが、1 次第に、地域

•-. 80万人の観光客が 内の連携を強化し、地域の活性化を目指
． 訪れる 。 すようになり、農泊に着手。 収穫体験用のほ場

〇 その後、 「あいあいフアーム」が中心
となり、仕入れや販売の関係にあった農
業生産法人や道の駅、観光協会と連携し
て「今帰仁インバウンド農泊推進協議

“ 会」を設立。 沖縄料理体験等のプログラ
ム開発や、インフルエンサーによる情報 客室
発信等、農泊の取組を強化0.

く（株）あいあいファームの取組＞
①総合体験型ファーム '
0 小中学校の廃校を活用し、加工施設、 レストラン、 直売所、宿
泊施設などを整備した「総合体験型ファーム」を核に地元農漁家
とも連携し、農から食に至るまでの体験を一体的に提供。

1次産業

く生産部門＞
自社有機農場＆連携農
家
（島野菜・フルーツ）

“！忍柊

囀鮒糧料嘔益遷
2次産業

く加工部門＞
島豆腐、沖縄そば、 味 '’ 
噌、 BBQソース等

一

3次産業

く販売部門＞
自社レストラン 4店

②地域への定住化 . : 

〇 農泊を契機に地域への移住希望者が増加。地域への定住化に向
け、移住希望者のために幼稚園の廃校を活用した社員寮を整備。
(H31現在、従業員36名中 8 割が県外からの移住者）

〇 海外出身者や外国語の堪能な学生を雇用し、地域のインバウン
ドヘの対応を強化。

③新規就塵者等への教育
0 6 次産業化や農泊のノウハウを有し、
農業生産、食品加工、飲食店、直売所、
宿泊施設についての実地研修が可能であ
ることから、新規就農者や、農業大学校、
海外の学生等向けに、農村で働くための
技能を教育涸＇：ヽ

＇、灼店翠忍
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廃校利用の背景等について

①生徒数の推移と学校統合状況について

•平成15年4月湧川中を含む村内4校を統合し新今帰仁中学校を開校。

•平成22年4月湧川小を天底小に統合。
•平成22年5月の4小学校児童数580人、令和1 年5月3小学校児童数561 人。

（平成25年古宇利小天底へ統合により村内3小となった）

②利活用施策の決定の背景について

8事業計画のプレゼンを受け決定 «別紙の経緯資料1 参照＞＞

H22.9.22契約期間H22.10.-1 ~H38.3.31無償貸与
③官民連携について

農業と観光、雇用効果への期待、観光誘客への期待、地域活性化への期待等
2 あいあいファームについて

6次産業の事業展開、農家レストラン、宿泊・研修施設の開設、（農林大臣賞）を受賞

総合体験型ファームの取り組みについて

村教育委員会事業として、教育ファーム事業を展開している。

農業が基幹産業である本村の各小学校の5年生を毎年、六次産業化体験施設である

「あいあいファーム」で農業体験・商品加工体験を経験させ、地域の産業の理解と将来の

各自の仕事と農業とのコラボレーションや地域貢献ができる人材の育成目的で実施。
«別添資料2参照»-

,-"‘ 

r
5翠

4 行政と民間の連携について

前項による・教育委員会事業との協力や「子供がつくる弁当の日」シンポジウム情報交
換会、婚活イベントでの施設提供等ー、地元老：人会等のグランドゴルフ場の提供ほか。

5 事業の効果について

観光誘客・インバウンドの状況？．．

6
 
課題と今後の展開等について

・ 教育ファーム事業等や諸事業での活用を継続、

ご全 l竹茂）

もくも<.. ’
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今帰仁村立旧湧川小中学校跡地利用事業者決定までの経緯

ー 施設 ・ ~ 

〇旧湧川小中学校校舎及び運動場

2
 
旧今帰仁村立湧川小中学校跡利用計画募集について周知

0平成 22 年 5 月 6 日 区長会で周知依頼

0平成2 2 年 5 月号村広報誌及び村ホームページヘ掲載

3
 

/ `‘ ぶ如

募集期間及び計画書提出

0平成 22 年 5 月 1 0 日～ 6 月 9 日

〇応募数 8 事業者 （福祉系 5 事業所、農業系 3 事業所）
ぇ
吝
―
‘

そ
ぞ

V
-
5
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第 1 回跡利用審議会 平成 2 2 年 6 月 2 5 日

〇審議委員 (9 人） ：学識経験者、地元代表 2 人、村農業委員会、村建設業協会、村商工

会、村役場 2 人、アドバイザー

4
 

5
 
第 2 回跡利用審議会平成 2 2年7 月 1 2 日

〇各事業者によるプレゼンテーション実施 (8 事業者）

r
 

6
 

~[-

、

第 3 回跡利用審議会平成 2 2 年 7 月 2 6 日

〇旧湧川小中学校利活用運営事業者選定

第一交渉先 あいあいファーム

●地域交流と観光、雇用という観点を重視するとともに、地元審議委員の意見もあり、

農業及び観光振興を掲げる本村の方恒］生と合致する事業者を第一交渉先ーとした。［雇用
効果」、「観光誘客効果」、「地域の活性化・盛り上がり」への期待。

0村長へ答申

第一交渉事業者決定

房丞．
＼ 唇．：g

7
 
旧湧川小中学校利活用運営業者選定についての説明会

〇湧川公民館にて説明会を開催

運営業者選定経緯説明

あいあいファームによる事業概要説明

平成 2 2 年 1 0 月 1 2 日

8
 
契約期間

0平成 2 2 年 1 0 月 1 日～平成 3 8 年 3 月 3 1 日
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今惰に村
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J あいふlIみ—ム
取締役

阿部健一
Kenichi Abe 

農業生産法人株式会社あいあいファーム

祠05-0412 沖縄県国頭郡今帰仁村涙川369

TEL:0980-51-5111 FAX:0980-51-5112 
Mal: 
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今帰仁御神

^ ‘’ 
今帰仁村役場

企画財政課課長
t—みなと ともっ

田港朝津
T905--0492 

沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話： 0．980.-5企2114_ EAX:_09go-56丑105ー：

E-Mail: kizaしmgr@vil\.nakijin.lgjp




